
令和７年 12月 26日 

 

 

 

職員の懲戒処分について 

 

長岡市では、下記のとおり職員の懲戒処分を行いましたので公表します。 

 

記 

 

１ 処分内容等  

被処分者所属等 処分内容 

総務部 主査（男性） 減給 10分の１・１か月 

 

２ 処分対象事案の概要 

当該職員は、令和７年６月２日（月）午後６時 24 分頃、私用で福島県いわき市内

の国道を自家用車で運転中、強い眠気を催し、赤信号表示中の交差点に仮睡状態のま

ま進入し、左方道路から進行してきた車両に自車前部を衝突させ、相手方車両の運転

手及び同乗者に外傷性頸部症候群等の傷害を負わせたもの。令和７年 11 月６日付け

で略式命令を受けた。 

 

３ 処分年月日 

令和７年 12月 26日 


